














国分都市計画及び隼人都市計画 国分隼人公共下水道の日当山調整池 変更の概要

１ 日当山調整池 経緯

２ 日当山調整池 変更理由

３ 日当山調整池 変更概要

４ 概要図

国分隼人公共下水道は、平成元年6月に排水区域約1,713haを都市計画決定し、公共用水域の
水質保全と共に生活環境の改善を図ってきた。
その後、近年の激甚化・頻発化している浸水被害への対応を図るため、平成30年度に霧島市雨
水管理総合計画を策定したところである。
下水道整備の方針転換や霧島市雨水管理総合計画に基づき、令和２年1２月には、排水区域
約1,556haの都市計画変更及び日当山調整池をはじめとする対策施設（排水機場及び調整池）の
位置付けを行ったところである。
計画で定めた日当山調整池は、敷地面積約1,450m2（V=5,300m3、H=8m）である。

日当山調整池の計画地は、近年、住宅が建設され、周辺は宅地化が進行している。
当初計画では、深さ8mの調整池整備を計画していたため、大型重機の搬入が必要であったが、
周辺の宅地化に伴い、搬入路の確保が困難な状況となった。

このようなことから、雨水管理計画を推進するため、上位計画である霧島市雨水管理総合計
画において、当該用地で施工可能な深さ3mの調整池に計画変更を行ったところである。

この計画により、調整池容量が不足したことから、調整池容量を確保するため、現計画地を拡
大すると共に、上流に同様の構造の調整池を計画したところである。

上位計画の変更に伴い、日当山調整池の位置や敷地面積に変更が生じるため、都市計画決
定の変更を行うものである。

上記理由により、現行都市計画決定で定めた用地（右図A：約1,450m2）では必要な調整池能
力が確保できないことから、上位計画である雨水管理総合計画に準じ、以下のとおり新たな用
地を確保する。
⇒現行用地の隣接地約1,010m2を追加 （右図B）
⇒現行用地上流の未利用地約2,520m2を追加（右図C）

これにより、現行計画と同等の調整能力が確保される。(上流に別途調整池を設けることで流達
時間が短くなるため、総調整量は現行計画より大きくなる。）

現行計画 ：日当山調整池 A 約1,450m2 5,300m3

今回見直し ：日当山調整池A ,B 約2,460m2 4,100m3 

日当山調整池C       約2,520m2 3,000m3

計 約4,980m2 7,100m3

A:都決・事業計画上の調整池用地約 1,450m2B:調整池用地の拡大約1,010m2

C:調整池用地の拡大約2,520m2
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６ 新旧対照図

【現 行】 【変更後】

★都決計画書 （4.その他施設）

★都決総括図 ★都決総括図
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★都決計画書 （4.その他施設）


